
     除雪についての情報やお知らせを『なよろの除雪』と題して発行しています。

　　　

　

                        　　　交通量が少なく、市民のみ

 科せられます。

　　　　　　　　　　す。迷惑駐車は違法であり、特

　　　　　　　　　　除雪が出来ないことがありま

　　　　　　　　　　   夜間、路上に車を駐車して

　　　　　　　　　　てください！

　　　　　　　　　　   願いいたします。

                         　　  の大きな音で、ご迷惑をお

　　　　　　　　　　す。また、救急車などの緊急

                                    なさんの通勤・通学・通院

 場合、「3ヵ月以下の懲役又は20万円以下の罰金」が

　　　　　　　　　　車両の通行にも支障となりま

　　　　　　　　　　に夜間の迷惑駐車は絶対にやめ

   ※迷惑駐車は法律で禁止されております。悪質な

　　　　　　　　　　いる場合、除雪車が通れず、

    　　　　　　　　　　近年、自宅の向かい側の

 　　　　　　　　　　道路に雪出しするケースが

　　　　　　　　　　 狭くするだけでなく、ドラ

　　　　　　　　　　 イバーの視界も狭くし、交

 　　　　　　　  　　　の道を確保するため、深夜

　　　　　　　　　　　２時から朝７時半までに集

                         　　  中的に行います。除雪機械

                      　　　  かけしますが、ご理解をお

　　　　　　　　　　 見られます。これは道路を除雪の天敵
　それは迷惑駐車の車です。　

 ③雪は絶対に道路にださないでください！

が罰せられたり、補償を求められることがあります。

 　道路への雪出しは絶対にやめてください！

　　　　　　　　　　 通事故の要因になります。

道路への雪出しは道路法な

どで禁止されており、悪質

な場合、「１年以下の懲役

又は５0万円以下の罰金」

通事故が発生した場合、原因者として雪出しした方

が科せられます。また、交

 前にかき分けた雪を残していきます。この雪につ

 いては市民のみなさんに処理をお願いしています。

 　　　　　　　　け除雪」という方法で行ってい

 　　　　　　　　ます。この方法の利点は、通勤

 ②市民のみなさんへのお願い

　　　　　　　　 ることが出来ます。

　　　　　　　　・通学・通院時間までの限られ

    「かき分け除雪」を行った場合、玄関前や車庫

　　　　　　　　 た時間の中で除雪作業を完了す

    今月号は「名寄市の除雪について」です。

    先月から道内の山頂や峠で、初雪が観測されました。市では冬の市民生活の安全確保として、『なよろの

 除雪』で除雪に関するお願いや注意点などをお知らせしています。除雪作業を円滑、かつ、スピーディーに

 行うため、市民のみなさんのご理解とご協力をお願いします。

 　　　　　　　　　　　くても路面状況や、圧雪な

 　　　　　　　　　　　また、基準を満たしていな

雪を道路にだすことは
　危険です！　

 ①名寄市の除雪方法について　

    　　　　　　　　名寄市を含めた道北の各自治

 　　　　　　　　体の除雪方法は、雪を道路の両

 　　　　　　　　脇に寄せて除雪をする「かき分

除雪車の出動基準

                         　　　  除雪作業が行われるのは

　 午前０時から２時の間に市内の観測地の降雪状況

 をパトロールし、「降雪が１０㎝以上、または超え

 そうな場合」を基準に除雪作業を開始します。明確

 な出動基準を設けることで除雪が迅速に行えます。

除雪作業は深夜から
早朝が中心。ご理解を　

　　　　　　　　　　　 どの道路状況により出動す

                                 ることがあります。
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